
ブックビルディング方式による募集における発行価格及びブックビルディング方式による売出しにおける売出価格等

の決定に伴い、金融商品取引法第７条第１項により有価証券届出書の訂正届出書を2024年３月26日に関東財務局長に

提出し、2024年３月27日にその届出の効力は生じております。

2024年３月

（第２回訂正分）

株式会社アズパートナーズ

○　新株式発行並びに株式売出届出目論見書の訂正理由

　2024年２月29日付をもって提出した有価証券届出書及び2024年３月15日付をもって提出した有価証券届出書の訂正届

出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集393,000株の募集の条件及びブックビルディング方式によ

る売出し653,500株（引受人の買取引受による売出し517,000株・オーバーアロットメントによる売出し136,500株）の

売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2024年３月26日に決定した

ため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出いたしましたので、新株式発行並びに

株式売出届出目論見書を訂正いたします。

○　訂正箇所及び文書のみを記載してあります。なお、訂正部分には＿＿＿罫を付し、ゴシック体で表記しております。

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行株式】

＜欄外注記の訂正＞

２．当社は、野村證券株式会社に対し、上記発行数のうち、49,600株を、福利厚生を目的に、当社従業員持株会を

当社が指定する販売先（親引け先）として要請しております。野村證券株式会社に対し要請した当社の指定す

る販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項　４．親引け先への販売につ

いて」をご参照下さい。

なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分等に関する規則」

に従い、発行者が指定する販売先への売付け（販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。）でありま

す。
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２【募集の方法】

　2024年３月26日に決定された引受価額（1,766.40円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４　株式の引受

け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１　募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受を行い、当該

引受価額と異なる価額（発行価格1,920円）で募集（以下「本募集」という。）を行います。引受人は払込期日まで

に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社

は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

　なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第

246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条

件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決

定された価格で行います。

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「344,385,900」を「347,097,600」に訂正

「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「344,385,900」を「347,097,600」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

４．資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金であります。

５．本募集並びに「第２　売出要項　１　売出株式（引受人の買取引受による売出し）」及び「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を

勘案した結果、オーバーアロットメントによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第２　売出要項　３　売出株式（オーバーアロッ

トメントによる売出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さ

い。

６．本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、「募集又は売出し

に関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）５．の全文削除及び６．７．の番号変更

３【募集の条件】

（２）【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「発行価格（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,920」に訂正

「引受価額（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,766.40」に訂正

「資本組入額（円）」の欄：「未定（注）３．」を「883.20」に訂正

「申込期間」の欄：

「自　2024年３月27日（水）　至　2024年４月１日（月）（注）４．」を「自　2024年３月27日（水）　

至　2024年４月１日（月）」に訂正

「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）５．」を「１株につき1,920」に訂正

「払込期日」の欄：「2024年４月３日（水）（注）４．」を「2024年４月３日（水）」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１．発行価格は、ブックビルディング方式によって決定いたしました。その状況については、以下のとおり

であります。

発行価格の決定に当たりましては、仮条件（1,890円～1,920円）に基づいて機関投資家等を中心にブッ

クビルディングを実施いたしました。

当該ブックビルディングの状況につきましては、

①申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。

②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。

③申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。

以上が特徴でありました。

上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環

境等の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総

合的に勘案して、1,920円と決定いたしました。

なお、引受価額は1,766.40円と決定いたしました。

２．「２　募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格（1,920円）と会社法上の払込金額（1,606.50

円）及び2024年３月26日に決定された引受価額（1,766.40円）とは各々異なります。発行価格と引受価

額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
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３．資本組入額は、１株当たりの増加する資本金であります。なお、１株当たりの増加する資本準備金の額

は883.20円（増加する資本準備金の額の総額347,097,600円）と決定いたしました。

４．申込期間及び払込期日は上記の通り決定いたしました。株式受渡期日（上場（売買開始）日）は、2024

年４月４日（木）の予定であります。

本募集に係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業

務規程」に従い、機構にて取り扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。

５．申込証拠金には、利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額（１株につき1,766.40円）は、

払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。

７．販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流

通性の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。（略）

（注）８．の全文削除

４【株式の引受け】

＜欄内の数値の訂正＞

「引受けの条件」の欄：

２．引受人は新株式払込金として、2024年４月３日までに払込取扱場所へ引受価額と同額（１株につき1,766.40

円）を払込むことといたします。

３．引受手数料は支払われません。ただし、発行価格と引受価額との差額（１株につき153.60円）の総額は引受

人の手取金となります。

＜欄外注記の訂正＞

１．上記引受人と2024年３月26日に元引受契約を締結いたしました。

２．引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株を上限として、全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引

業者に販売を委託する方針であります。

（注）２．の全文削除及び３．の番号変更

５【新規発行による手取金の使途】

（１）【新規発行による手取金の額】

＜欄内の数値の訂正＞

「払込金額の総額（円）」の欄：「688,771,800」を「694,195,200」に訂正

「差引手取概算額（円）」の欄：「678,771,800」を「684,195,200」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１．払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行に際して当社に払い込まれる引受

価額の総額であります。

（２）【手取金の使途】

上記の手取概算額684,195千円については、「１　新規発行株式」の（注）４．に記載の第三者割当増資の手取

概算額上限241,113千円と合わせた、手取概算額合計上限925,308千円について、介護付きホーム等の新規開設に

係る設備資金、運転資金及び借入金返済資金に充当する予定であります。

当社は、当社とベンダーで共同開発したIoT/ICTプラットフォーム「EGAO link」を導入し、科学的介護を実践

する介護付きホーム等を展開することにより、超高齢社会と生産年齢人口の減少に伴う介護人材不足という社会

課題を解決してまいります。オーナーからの賃借型のシニア事業所に加え、介護付きホーム等の不動産開発（シ

ニア開発事業）事業も展開してまいります。

かかる方針の下、シニア事業及びシニア開発事業の更なる事業展開を加速するため、新規の介護付きホーム等

にかかる設備資金として器具備品の購入及び建築費等、運転資金として開設初期の消耗品費等のために充当する

予定です。

したがって、資金使途の具体的な内容及び充当予定時期は以下の通りであります。

①設備資金

介護付きホーム等の新規開設における、①器具備品の購入に係る資金として、2025年３月期に41,000千円

（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に45,000千円（アズハイム春日部、アズハイム入

間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）、②介護付きホーム等の建築費等に係る資金の一部として、2025

年３月期に140,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）を充当する予定であります。
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②運転資金

介護付きホーム等の新規開設における、開設初期の消耗品等の購入に係る資金として、2025年３月期に

195,000千円（アズハイム習志野、アズハイム葛飾白鳥）、2026年３月期に395,000千円（アズハイム春日部、

アズハイム入間、アズハイム国立、アズハイム足立六町）を充当する予定であります。

③借入金返済資金

銀行からの借入金返済資金の一部として、2025年３月期に109,308千円を充当する予定であります。

なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。

第２【売出要項】

１【売出株式（引受人の買取引受による売出し）】

　2024年３月26日に決定された引受価額（1,766.40円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「２　売出しの条件

（引受人の買取引受による売出し）　(2）ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者（以下「第２　売出

要項」において「引受人」という。）は、下記売出人から買取引受を行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格

1,920円）で売出し（以下「引受人の買取引受による売出し」という。）を行います。引受人は株式受渡期日に引受

価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金と

いたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「984,885,000」を「992,640,000」に訂正

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「984,885,000」を「992,640,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

３．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同一

であります。

４．本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を勘案した結果、オーバーアロットメン

トによる売出しを行います。

なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「３　売出株式（オーバーアロットメントによる売

出し）」及び「４　売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）」をご参照下さい。

５．引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につい

ては、「募集又は売出しに関する特別記載事項　３．ロックアップについて」をご参照下さい。

（注）３．４．の全文削除及び５．６．７．の番号変更

２【売出しの条件（引受人の買取引受による売出し）】

（２）【ブックビルディング方式】

＜欄内の記載の訂正＞

「売出価格（円）」の欄：「未定（注）１．（注）２．」を「1,920」に訂正

「引受価額（円）」の欄：「未定（注）２．」を「1,766.40」に訂正

「申込期間」の欄：

「自　2024年３月27日（水）　至　2024年４月１日（月）（注）３．」を「自　2024年３月27日（水）　

至　2024年４月１日（月）」に訂正

「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）２．」を「１株につき1,920」に訂正

「元引受契約の内容」の欄：「未定（注）４．」を「（注）４．」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

２．売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一の理由により決定

いたしました。ただし、申込証拠金には、利息をつけません。

引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一の理由により決定

いたしました。

４．引受人である野村證券株式会社が、全株を引受価額にて買取引受を行います。

なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額

（１株につき153.60円）の総額は引受人の手取金となります。

５．上記引受人と2024年３月26日に元引受契約を締結いたしました。
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(１) 募集株式の数 当社普通株式　136,500株

(２) 募集株式の払込金額 １株につき1,606.50円

(３)
増加する資本金及び資本準備金

に関する事項

増加する資本金の額　　　　　　120,556,800円（１株につき金883.20円）

増加する資本準備金の額　　　　120,556,800円（１株につき金883.20円）

(４) 払込期日 2024年５月７日（火）

３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】

＜欄内の数値の訂正＞

「ブックビルディング方式」の「売出価額の総額（円）」の欄：「260,032,500」を「262,080,000」に訂正

「計（総売出株式）」の「売出価額の総額（円）」の欄：「260,032,500」を「262,080,000」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１．オーバーアロットメントによる売出しは、本募集及び引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を

勘案した結果、野村證券株式会社が行う売出しであります。

５．振替機関の名称及び住所は、「第１　募集要項　１　新規発行株式」の（注）３．に記載した振替機関と同一

であります。

（注）５．の全文削除及び６．の番号変更

４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】

（２）【ブックビルディング方式】

＜欄内の数値の訂正＞

「売出価格（円）」の欄：「未定（注）１．」を「1,920」に訂正

「申込期間」の欄：

「自　2024年３月27日（水）　至　2024年４月１日（月）（注）２．」を「自　2024年３月27日（水）　

至　2024年４月１日（月）」に訂正

「申込証拠金（円）」の欄：「未定（注）１．」を「１株につき1,920」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

１．売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金

とそれぞれ同一の理由により、2024年３月26日に決定いたしました。ただし、申込証拠金には、利息を

つけません。

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

２．第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

　オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため

に、主幹事会社が当社株主である株式会社ブレス（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに

関連して、当社は、2024年２月29日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする第三者割当増資（以下「本

件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項について

は、以下のとおりであります。

　（注）　割当価格は、2024年３月26日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の引受価額（1,766.40

円）と同一であります。

　また、主幹事会社は、2024年４月４日から2024年４月26日までの間(以下、「シンジケートカバー取引期間」とい

う。)に、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売

出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。

　主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じ

ない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ

ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における 終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われ

ない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取

引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

（注）２．の全文及び１．の番号削除

2024/03/26 8:05:28／24106211_株式会社アズパートナーズ_訂正目論見書

- 5 -



３．ロックアップについて

（省略）

　なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる

権限を有しております。

　また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受

渡期日（当日を含む）後180日目の日までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

４．親引け先への販売について

(1）親引け先の状況等

＜欄内の記載の訂正＞

「ｄ．親引けしようとする株式の数」の欄：

「未定（「第１　募集要項」における募集株式のうち、58,200株を上限として、発行価格等決定日に決定され

る予定。）」を「当社普通株式　49,600株」に訂正

(3）販売条件に関する事項

　販売価格は、2024年３月26日に決定された「第１　募集要項」における新規発行株式の発行価格（1,920円）と

同一であります。

(4）親引け後の大株主の状況

＜欄内の数値の訂正＞

「アズパートナーズ従業員持株会」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株）」の

欄：「132,200」を「123,600」に訂正

「アズパートナーズ従業員持株会」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除

く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）」の欄：「3.78」を「3.53」に訂正

「計」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数（株）」の欄：

「2,549,700（43,500）」を「2,541,100（43,500）」に訂正

「計」の「本募集及び引受人の買取引受による売出し後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数

の割合（％）」の欄：「72.90（1.24）」を「72.65（1.24）」に訂正

＜欄外注記の訂正＞

２．本募集及び引受人の買取引受による売出し後の所有株式数並びに本募集及び引受人の買取引受による売出し

後の株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合は、2024年２月29日現在の所有株式数及び

株式（自己株式を除く。）の総数に、本募集、引受人の買取引受による売出し及び親引けを勘案した株式数

及び割合になります。
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